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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
医
療
費
の
推
計
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
六
年
五
月
十
四
日
に
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
「
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通

し
」
（
以
下
「
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
平
成
十
六
年
度
予
算
編
成
時
点
の
医
療
給
付

費
の
見
通
し
は
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
が
取
り
ま
と
め
た
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
（
平
成
十
四
年
一
月
推

計
）
」
の
平
成
十
六
年
度
推
計
人
口
を
用
い
て
算
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
平
成
十
六
年
度
予
算
編
成
時
に
お
い
て
政
府
管

掌
健
康
保
険
制
度
等
の
各
制
度
が
適
用
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
者
の
人
数
を
用
い
て
算
出
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
御
指
摘

の
「
ず
れ
」
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日
に
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
医
療
制
度
構
造
改
革
試
案
（
以
下
「
試
案
」
と
い
う
。
）
に
お
け

る
平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
の
見
通
し
の
算
出
方
法
を
詳
細
に
述
べ
る
と
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
制
度
等
の
各
制
度

に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
度
概
算
要
求
時
点
の
年
齢
階
級
別
一
人
当
た
り
医
療
費
に
、
高
齢
者
医
療
費
に
つ
い
て
は
毎
年
度

三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
伸
び
率
を
、
一
般
医
療
費
に
つ
い
て
は
毎
年
度
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
伸
び
率
を
乗
じ
て
得
た
平
成

一



三
十
七
年
度
の
年
齢
階
級
別
の
一
人
当
た
り
の
高
齢
者
医
療
費
及
び
一
般
医
療
費
に
、
平
成
三
十
七
年
度
に
見
込
ま
れ
る
高

齢
者
（
七
十
歳
以
上
の
者
及
び
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
者
で
一
定
の
障
害
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
と
そ
れ
以
外
の
者
（
以
下
「
一
般
の
者
」
と
い
う
。
）
の
年
齢
階
級
別
人
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
算
出
し
た
平
成
三
十
七

年
度
の
高
齢
者
医
療
費
及
び
一
般
医
療
費
の
見
通
し
を
各
制
度
を
通
じ
て
合
計
し
、
平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
を
算

出
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
に
お
け
る
平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
及
び
医
療

給
付
費
の
見
通
し
は
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
が
取
り
ま
と
め
た
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
（
平
成
十
四
年
一

月
推
計
）
」
の
平
成
三
十
七
年
度
推
計
人
口
を
用
い
て
算
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
制
度
等
の
各
制
度

が
適
用
さ
れ
る
者
の
平
成
三
十
七
年
度
の
人
数
の
見
込
み
を
用
い
て
算
出
し
て
い
る
こ
と
や
、
平
成
三
十
七
年
度
の
年
齢
階

級
別
の
一
人
当
た
り
医
療
費
を
用
い
て
算
出
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
御
指
摘
の
「
不
一
致
」
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

二



平
成
十
七
年
八
月
十
日
に
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
「
平
成
十
六
年
度
医
療
費
の
動
向
」
に
お
け
る
一
人
当
た
り
高
齢
者

医
療
費
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に
係
る
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
医
療
費
を
対
象
と
し
て
お
り
、
公
費
負
担
医
療
制
度
に
お

け
る
医
療
費
等
が
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
に
お
け
る
一
人
当
た
り
高
齢
者
医
療
費
と
試

案
に
お
け
る
一
人
当
た
り
高
齢
者
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
公
費
負
担
医
療
制
度
に
お
け
る
医
療
費
等
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、

両
者
の
高
齢
者
医
療
費
が
異
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
「
平
成
十
六
年
度
医
療
費
の
動
向
」
に
お
け
る
一
人
当
た
り
高
齢
者
医
療
費
と

試
案
に
お
け
る
一
人
当
た
り
高
齢
者
医
療
費
を
比
較
し
て
算
出
し
た
伸
び
率
を
、
一
人
当
た
り
高
齢
者
医
療
費
の
伸
び
率
と

し
て
議
論
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
に
お
い
て
は
、
簡
潔
に
記
述
す
る
観
点
か
ら
、
補
正
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
省

略
し
て
記
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
見
通
し
及
び
試
案
に
お
け
る
医
療
費
の
見
通
し
は
年

三



齢
階
級
別
に
算
出
し
た
医
療
費
を
用
い
て
算
出
し
て
い
る
た
め
、
将
来
の
高
齢
化
等
の
人
口
構
成
の
変
化
は
年
齢
階
級
別
人

口
の
変
化
を
通
じ
て
医
療
費
の
見
通
し
の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

一
人
当
た
り
一
般
医
療
費
の
伸
び
率
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
度
は
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
八
年
度
は
四
・

一
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
九
年
度
は
マ
イ
ナ
ス
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
年
度
は
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
一
年
度

は
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
二
年
度
は
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
三
年
度
は
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
四
年

度
は
マ
イ
ナ
ス
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
平
成
十
五
年
度
は
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
一
人
当
た
り
高
齢
者
医

療
費
の
伸
び
率
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
度
は
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
八
年
度
は
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成

九
年
度
は
マ
イ
ナ
ス
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
年
度
は
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
一
年
度
は
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、

平
成
十
二
年
度
は
マ
イ
ナ
ス
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
三
年
度
は
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
四
年
度
は
マ
イ
ナ
ス

三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
平
成
十
五
年
度
は
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
十
六
年
度
の
伸
び
率
の
実
績
は
確

定
し
て
い
な
い
の
で
お
示
し
で
き
な
い
。

医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
率
は
、
一
般
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
度
は
マ
イ
ナ
ス
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

四



及
び
平
成
十
年
度
は
マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
高
齢
者
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
度
は
マ
イ
ナ
ス
三

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
年
度
は
マ
イ
ナ
ス
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
平
成
十
一
年
度
は
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
率
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
制
度
改
正
が
行
わ
れ
た
直
後
の
期
間
に
お
け
る
対
前
年
同

月
比
の
実
績
の
伸
び
率
か
ら
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
期
間
に
お
け
る
対
前
年
同
月
比
の
実
績
の

伸
び
率
を
控
除
す
る
こ
と
に
よ
り
算
定
し
て
お
り
、
平
成
十
二
年
度
以
降
の
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
率
に
つ
い

て
は
、
平
成
十
二
年
の
介
護
保
険
制
度
創
設
を
含
め
医
療
費
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
制
度
改
正
が
毎
年
の
よ
う
に
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
お
示
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
高
齢
化
等
の
人
口
構
成
の
影
響
の
補
正
率
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
ま
で
の
期
間
に
つ
い

て
一
括
し
て
算
出
し
、
一
般
の
者
に
つ
い
て
は
年
平
均
で
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
各
年
度
の
補
正
率

は
算
出
し
て
い
な
い
。

な
お
、
近
年
五
年
の
伸
び
率
平
均
を
用
い
た
平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
及
び
医
療
給
付
費
の
見
通
し
並
び
に
平
成

十
二
年
度
以
降
の
高
齢
化
等
の
人
口
構
成
の
影
響
の
補
正
率
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
制
度
改
正
が
毎
年
の
よ

う
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
平
成
十
二
年
度
以
降
の
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
等
を
適
切
に
推
計
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

五



お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
三
月
十
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
二
一
号
）
九
及
び
十
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
「
年
齢
階

級
別
一
人
当
た
り
医
療
費
」
の
年
齢
階
級
は
、
五
歳
階
級
別
の
年
齢
階
級
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
平
成
七
年
度
か
ら

平
成
十
一
年
度
の
一
般
医
療
費
に
つ
い
て
の
高
齢
化
の
影
響
等
の
人
口
構
成
の
変
化
の
影
響
の
補
正
率
は
、
基
準
と
す
る
年

度
を
平
成
六
年
度
と
し
、
旧
厚
生
省
が
公
表
し
た
「
国
民
医
療
費
」
に
お
け
る
零
歳
か
ら
十
四
歳
ま
で
、
十
五
歳
か
ら
四
十

四
歳
ま
で
、
四
十
五
歳
か
ら
六
十
四
歳
ま
で
、
六
十
五
歳
か
ら
六
十
九
歳
ま
で
の
年
齢
階
級
別
一
人
当
た
り
の
一
般
診
療
医

療
費
と
歯
科
診
療
医
療
費
の
合
計
額
を
基
準
に
算
定
し
て
お
り
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
ま
で
の
年
平
均
で
〇
・

五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て

「
医
療
保
険
制
度
改
正
が
行
わ
れ
た
直
後
の
期
間
」
（
以
下
「
直
後
の
期
間
」
と
い
う
。
）
及
び
直
後
の
期
間
に
お
け
る

伸
び
率
の
実
績
並
び
に
「
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
期
間
」
（
以
下
「
影
響
の
な
い
期
間
」
と
い

う
。
）
及
び
そ
の
期
間
に
お
け
る
伸
び
率
の
実
績
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

六



一
般
医
療
費
の
平
成
九
年
度
の
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
に
つ
い
て
は
、
直
後
の
期
間
は
平
成
九
年
四
月
か
ら

平
成
十
年
三
月
ま
で
の
期
間
、
そ
の
期
間
の
対
前
年
同
月
比
の
伸
び
率
は
マ
イ
ナ
ス
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
影
響
の

な
い
期
間
は
平
成
七
年
四
月
か
ら
平
成
九
年
三
月
ま
で
の
期
間
、
そ
の
期
間
の
対
前
年
同
月
比
の
伸
び
率
は
二
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
で
あ
る
。

高
齢
者
医
療
費
の
平
成
九
年
度
の
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
に
つ
い
て
は
、
直
後
の
期
間
は
平
成
九
年
四
月
か

ら
平
成
十
年
三
月
ま
で
の
期
間
、
そ
の
期
間
の
対
前
年
同
月
比
の
伸
び
率
は
マ
イ
ナ
ス
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
影
響

の
な
い
期
間
は
平
成
七
年
四
月
か
ら
平
成
九
年
三
月
ま
で
の
期
間
、
そ
の
期
間
の
対
前
年
同
月
比
の
伸
び
率
は
三
・
〇
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
る
。
高
齢
者
医
療
費
の
平
成
十
一
年
度
の
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
に
つ
い
て
は
、
直
後
の
期
間
は

平
成
十
一
年
七
月
か
ら
平
成
十
二
年
三
月
ま
で
の
期
間
、
そ
の
期
間
の
対
前
年
同
月
比
の
伸
び
率
は
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
り
、
影
響
の
な
い
期
間
は
平
成
十
年
九
月
か
ら
平
成
十
一
年
六
月
ま
で
の
期
間
、
そ
の
期
間
の
対
前
年
同
月
比
の
伸
び
率

は
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
十
年
度
の
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
度
の
医
療
保
険
制
度
改
正
が
翌
年

度
に
も
影
響
し
た
結
果
の
補
正
を
行
っ
た
上
で
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
十
年
度
に
お
け
る
直
後
の
期
間
及
び
影
響
の

七



な
い
期
間
は
平
成
九
年
度
と
同
一
で
あ
る
。
平
成
十
一
年
度
の
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
率
に
つ
い
て
は
、
平
成

十
一
年
度
の
高
齢
者
の
医
療
保
険
制
度
改
正
が
入
院
外
医
療
費
の
み
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
入
院
外
医
療

費
に
つ
い
て
の
制
度
改
正
の
効
果
を
計
算
し
、
そ
れ
を
入
院
外
医
療
費
以
外
の
医
療
費
を
含
め
た
医
療
費
に
換
算
す
る
補
正

を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
の
補
正
に
際
し
て
の
伸
び
率
の
実
績
か
ら
は
診
療
報
酬
改
定
の
影
響

を
除
い
て
い
る
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
影
響
の
な
い
期
間
の
選
定
に
当
た
っ
て
、
直
後
の
期
間
と
で
き
る
だ
け
近
い
期
間
を

選
定
し
て
い
る
。

十
三
及
び
十
四
に
つ
い
て

十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
影
響
の
な
い
期
間
は
、
い
ず
れ
も
医
療
保
険
制
度
改
正
の
前
の
期
間
を
用
い
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
医
療
費
に
つ
い
て
、
医
療
保
険
制
度
改
正
が
相
次
い
で
行
わ
れ
た
た
め
、
医
療
保
険
制

度
改
正
の
影
響
が
あ
る
平
成
九
年
度
、
平
成
十
年
度
及
び
平
成
十
一
年
度
の
後
の
期
間
の
う
ち
比
較
的
近
い
時
期
に
適
切
な

影
響
の
な
い
期
間
が
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
一
般
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
影
響
の
な
い
期
間
を
高
齢
者
医
療

費
に
係
る
期
間
と
ほ
ぼ
同
じ
期
間
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
医
療
保
険
制
度
改
正
の
影
響
が
あ
る
平
成
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九
年
度
及
び
平
成
十
年
度
の
後
の
期
間
の
う
ち
比
較
的
近
い
時
期
に
適
切
な
影
響
の
な
い
期
間
が
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い

る
た
め
、
十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て
で
お
示
し
し
た
期
間
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
五
に
つ
い
て

平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
、
診
療
報
酬
の
伸
び
率
は
年
平
均
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
名
目
経

済
成
長
率
は
年
平
均
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
人
当
た
り
国
内
総
生
産
の
伸
び
率
は
年
平
均
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

十
六
に
つ
い
て

平
成
三
十
七
年
度
の
医
療
給
付
費
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
ま
で

の
期
間
と
同
じ
伸
び
率
の
診
療
報
酬
改
定
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
将
来
の
診
療
報
酬
改
定
の
影
響
を

特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
診
療
報
酬
改
定
の
影
響
の
補
正
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

十
七
に
つ
い
て

平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
一
定
期
間
の
実
績
か
ら
得
ら
れ
た
一
人
当
た
り
医
療

費
の
伸
び
率
を
基
に
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
将
来
に
お
け
る
診
療
報
酬
改
定
が
な
か
っ
た
場
合
や
、
一
人
当
た
り
国
内
総

生
産
の
伸
び
と
同
じ
率
で
あ
っ
た
場
合
を
仮
定
し
て
平
成
三
十
七
年
度
の
国
民
医
療
費
の
見
通
し
を
算
出
す
る
こ
と
に
つ
い
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て
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
算
出
し
て
い
な
い
の
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

一
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